
 

 

 

 

 

平成１７年 

行 政 監 査 報 告 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東 京 都 監 査 委 員 



 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

平成１７年行政監査の結果に関する報告を次のとおり提出する。 

 

   平成１８年２月１４日 

 

 

 

 

 

 

東京都監査委員  樺  山  た か し 

同        土  屋  たかゆき 

同        三  栖  賢  治 

同        筆  谷     勇 

 



 

目    次 

 
 

情報システムの運用管理について·········· １ 

 

消費者トラブル等への対応について······ ３５ 

 

道路の維持補修について················ ４９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

情報システムの運用管理について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 - 1 -



目      次 

 

 

 

第１ 監査の概要··································································· ５ 

１ 監査の目的···································································· ５ 

２ 監査の対象···································································· ６ 

３ 監査の観点···································································· ６ 

４ 監査対象局···································································· ７ 

５ 実地監査期間·································································· ７ 

 

第２ 情報システムに関する運用管理の現状 ······································· ８ 

１ 都の情報システム整備の経緯···················································· ８ 

２ 電子都庁推進計画から現在までの取組············································ ９ 

３ 都庁情報化推進のための体制·················································· １０ 

 

第３ 監査の結果································································· １２ 

１ 結果の概要·································································· １２ 

２ 観点別に見た問題点·························································· １２ 

３ まとめ······································································ １５ 

４ 指摘、意見・要望事項························································ １６ 

（１）情報システムの構築は適切に行われているか･·································· １６ 

（意見・要望事項－ １）文書総合管理システムのあり方について検討すべきもの 

（総務局）············································· １６ 

（意見・要望事項－ ２）教示文等の文字表示について見直しを検討すべきもの 

（主税局）············································· １７ 

（２）情報システムの開発の進行管理は適切に行われているか························· １８ 

（指摘事項－ １）システムを速やかに本格稼動させるべきもの（水道局）··········· １８ 

（指摘事項－ ２、３）システムの導入を適切に行うべきもの······················· １９ 

ア．システム稼動前の調整を適切に行わせるべきもの（教育庁）··· １９ 

イ．各社の受託内容やセキュリティ体制を明確にすべきもの 

（教育庁）··············································· ２１ 

（意見・要望事項－ ３）情報システムの再構築に係る調査を適切に行うよう検討すべきもの 

（教育庁）············································· ２２ 

（意見・要望事項－ ４）既存の機器の活用について十分に検討すべきもの（教育庁）· ２３ 



（３）情報システムの運用は適切に行われているか··································· ２５ 

（指摘事項－ ４）再委託に当たり、承諾内容が具体的に記載された書面を交付すべきもの 

（総務局）··················································· ２５ 

（指摘事項－ ５、６）積算を適切に行うべきもの································· ２６ 

ア．システム開発における積算根拠を明確にすべきもの 

（都市整備局）········································· ２６ 

          イ．業務内容に相当する単価で積算するよう見直しを行うべきもの 

（教育庁）············································· ２６ 

（指摘事項－ ７、８）情報システムの管理を適正に行うべきもの（総務局）········· ２７ 

ア．積算を適切に行うべきもの······························· ２７ 

イ．情報管理を適正に行うべきもの··························· ２７ 

（指摘事項－ ９）契約事項の履行を適正に行わせるべきもの（主税局）············· ２８ 

（指摘事項－１０）データ入力委託を見直し、事務処理を効率的に行うべきもの 

（教育庁）··················································· ２９ 

（４）安全性の確保は適切に行われているか········································· ３０ 

（指摘事項－１１）情報管理を適正に行うべきもの（福祉保健局）··················· ３０ 

（指摘事項－１２）バックアップデータの管理を適切に行うべきもの（交通局）······· ３１ 

 

図 ３ ········································································· ３２ 

別紙１········································································· ３３ 



情報システムの運用管理について 

 

第１ 監 査 の 概 要 

 

１ 監査の目的 

 

○ 情報通信技術（ＩＴ）の飛躍的な進歩により、大量の情報を高速度で処理する

ことが可能となった。このため、様々な分野で、業務の見直しが行われ、コンピ

ュータ及びネットワークを中核とした情報システムが活用されてきている。 
 

都においても、これまで、人事・給与システム、財務会計システム、税務情報

総合オンラインシステムを始めとする各種情報システムを構築し、運用してきた。

現在、都では、約３００以上の情報システムがあり、都の事務や事業は、情報シ

ステムに大きく依存している状況にある。 
 

○ 一方で、都における情報システムの中には、構築後相当の年月が経過し、度重

なるプログラムの変更等により保守が困難になっているもの、維持管理に要する

コストが割高になっているものなどがあり、今後も既存システムの再構築や関連

システムの統合などを進めるとともに、経費の節減に取り組むことが課題となっ

ている。 
 

また、近年、外部からの不正侵入や個人情報の流出など、システムのセキュリ

ティ面における問題も、国内外で頻発しており、システムの安全性の確保やデー

タの保護に関する十分な取組がこれまで以上に求められている。 
 

○ そこで、今回の監査では、「情報システムの運用管理」をテーマとし、効率性、

有効性、経済性を中心に、各局横断的に検証することとした。 
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２ 監査の対象 

 

○ 監査の実施に当たっては、平成１６年度に本庁で締結された「情報システムの

運用管理」に関する契約（工事契約を除く）に係る業務を対象とした。 

 契約金額が１，０００万円以上の案件に関しては、『「情報システムの運用管理」

に関する調査票』（別紙１）により事前調査を行い、各局から報告された３４１件

（契約総額４２９億余円）を対象とした。 

 また、契約金額が１，０００万円未満の案件（１，１３２件）については、各

局が整備している契約台帳から、契約金額の大きいものを中心に７００件（契約

総額３５億余円）を抽出（抽出率：６１．８％）して対象とし、合わせて１，０

４１件（契約総額４６４億余円）について実地監査を行った。 

 

３ 監査の観点 

 

○ 監査は、次の観点から実施した。 

 

（１）  情報システムの構築は適切に行われているか 

① 構築した情報システムは、所期の目的を十分達成しているか 
② 本来必要のない事務事業までシステム化していないか 

   
（２） 情報システムの開発の進行管理は適切に行われているか 

① 計画段階から情報システムの導入に至るまでの期間は適切か 
② 開発段階での検証が適切に行われているか 
 

（３） 情報システムの運用は適切に行われているか 

① 経費の積算は、明確な根拠の下に適切に行われているか 
② 情報システムの完成時等における履行確認は適切に行われているか 
③ 情報システムの保守・管理は、適切に行われているか 
 

（４） 安全性の確保は適切に行われているか 

① 情報セキュリティなど、安全性への配慮は受託業者に徹底しているか 
② 再委託（業務の一部を契約者以外の第三者に請負わせること）の場合にも安

全性への配慮は徹底しているか 
③ 受託業者とのデータの受け渡しやバックアップデータの管理等について、安

全性の確保が十分に図られているか 
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４ 監査対象局 

 

知事本局、青少年・治安対策本部、総務局（旧大学管理本部を含む）、財務局、 

主税局、生活文化局、都市整備局、環境局、福祉保健局、病院経営本部、 

産業労働局（旧新銀行設立本部を含む）、中央卸売市場、建設局、港湾局、 

出納長室、東京消防庁、交通局、水道局、下水道局、教育庁、警視庁、 

選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局、労働委員会事務局、 

収用委員会事務局、議会局                    計２７局 

（注）このうち、実地監査を実施した局は、＿＿＿で示した２３局である。 
 

５ 実地監査期間 

 

平成１７年９月２６日から同年１１月１１日まで 
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第２ 情報システムに関する運用管理の現状 

 

１ 都の情報システム整備の経緯 

 

   〇 都は、昭和３０年代から情報システム整備に着手し、その後、第１次・第２次に

わたる「ＯＡ化推進計画」を策定して、税務情報総合オンラインシステム、財務会

計システム等の大量定型事務を処理するシステムや災害情報等の情報提供系シス

テムを整備し、運用してきた。 

 平成３年の都庁舎の移転に伴い、新たな汎用機の導入や、庁舎管理等のシステム

化を進める中で、システム関連経費も増加し、平成４年度当初予算では過去最高の

７３１億円に達した（図１）。 

 

（図１）都の情報システム関連予算額の推移（総務局ＩＴ推進室調べ） 
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〇 こうした状況を踏まえ、システムの内容を精査し、汎用機等による大規模シス

テムをダウンサイジング（注１）するなど、再構築や統合を進め、経費の見直し

を行った。その結果、平成１２年度の一般会計予算におけるシステム関連経費は

４２３億円となり、平成４年度と比べて約３００億円縮減し、予算額としては、

これまでの最少額となった。 

平成１３年度以降、電子都庁推進計画の実施に伴い、システム関連経費は増加

傾向にあったが、その一方で維持経費の節減を図っている。 

（注１）ダウンサイジング＝汎用機などによる大規模なシステムを、サーバ・クライアント方

式に変更する等、規模の縮小化を図ること。 
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２ 電子都庁推進計画から現在までの取組 

 

〇 都は、平成１３年度に「電子都庁推進計画」（計画期間：平成１３～１５年度） 
を策定し、都政にＩＴを積極的かつ効果的に導入することにより、都民サービス

の向上や業務改善等を図ることとした。電子都庁推進計画終了後も、この計画に

基づき整備した情報システム等により、都庁のＩＴ化が漸次進められている。そ

の主な取組は、次のとおりである。 
①都民サービスの向上 

インターネットを活用し、都庁ホームページの拡充を図るとともに、各種申請の

電子化や電子入札等を導入した。 

電子申請については、平成１６年度から体育施設の利用申込や水道使用開始・中

止の申込等が稼動するとともに、電子入札については、財務局発注の工事について、

平成１６年６月から導入されている。 

②業務の改善・スリム化  

文書の一体的な管理と意思決定の迅速化を図るため、文書総合管理システムを平

成１５年度に本格稼動し、文書情報の登録・検索、決裁を電子的に行った。 

また、出勤管理や旅費精算など内部事務の効率化のため、庶務事務のシステム化

を図り、平成１７年度には、サブシステムの１つである休暇システムが公営企業局

を除き稼動した。 

③システム基盤の整備 

情報基盤の整備の一環として、本庁や各事業所のパソコン等で構成されるネット

ワークであるＴＡＩＭＳ（注２）等を拡充した。 

本庁職員に１人１台端末機を配備し、順次、事業所職員までの拡大を図った。ま

た、公営企業局のネットワークとの相互利用により、平成１６年度末におけるＴ

ＡＩＭＳ利用者は、約３万５，０００人となっている。 

④既存システムの見直し 

年間維持管理費が１億円を越える大規模システムについては、重点的に再構築

を行うこととし、ダウンサイジングなど、規模の縮小やコストの縮減に取り組ん

でいる。 

⑤情報セキュリティへの取組 

平成１７年度には、総務局ＩＴ推進室が中心となり、近年、データ流出の事故等

が多発している社会状況を踏まえ、情報セキュリティチェックを全庁的に始めた。 

（注２）ＴＡＩＭＳ＝東京都高度情報化推進システム。都庁情報化の基盤システムであり、

電子メール、掲示板等の機能を提供し、情報の交換・共有化に活用し

ている。 
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○ また、都は、平成１５年度に策定した「第二次都庁改革アクションプラン」（実

施期間：平成１５年度～１８年度）においても、内部事務の効率化、電子都庁推進 

及びＩＴによる職場生産性や行政サービスの向上等、の取組を推進している。 

 

３ 都庁情報化推進のための体制 

 

（１）推進組織  

  〇 都庁のＩＴ化を推進し、都民サービスの向上や業務改善を図るためには、施策の

総合的な企画調整や共通システムの開発、ネットワークの維持管理等を一元的に担

う中央管理部門が必要である。都は、その所管部署として、総務局にＩＴ推進室を

設置している。 

    同室は、都庁全体に係る情報システムの総合調整や基盤整備の他に、各局に対し

てシステム構築や運用に係る指導や支援等を行っている。 

 

 〇 各局のＩＴ化の取組を調整し、事業間の整合性を図るため、総務局長を委員長、

各局総務部長等を委員として組織する「東京都ＩＴ会議」を設置（平成１３年４月）

している。 

 

  〇 各職場における情報化や業務改革の推進、情報機器の管理等を担うリーダーとし

て、情報処理指導主任（通称：職場ＩＴリーダー（主に係長級、主任級の職員）を

各課に配置している。 

 

（２）情報セキュリティ管理体制 

  〇 情報化の進展の中で、個人情報をはじめとするデータの流失や滅失等を防ぐた

め、情報セキュリティの重要性が高まっている。このため都では、総務局長をセキ

ュリティ総括主管者として、図２のとおり、情報セキュリティ管理体制を整備し、

対策に取り組んでいる。 

 

 〇 「東京都情報セキュリティ委員会」を設置して、全庁的に各種情報システムに係

るセキュリティ対策を実施している。 
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（図２）都の情報セキュリテイ管理体制 

 

 

セキュリティ主管者：局長 

セキュリティ管理者：部(所)長 

セキュリティ責任者：課長 

各 職 員 

情報セキュリティ委員会 

中央管理部門 各 局 等 

セキュリティ総括主管者：総務局長 

 

（３）人材育成 

  〇 情報システムを適切に運用管理していくためには、職員のＩＴ対応能力の向上 

を図ることが重要である。 

東京都職員研修所では、高度で専門的な情報処理技術を備えた職員の育成を図る

ため、中央研修を実施している。各局では、日常の業務執行において必要とする表

計算などのパソコン実務研修を実施している。 

  また、総務局ＩＴ推進室では、職場ＩＴリーダー等に対し、ＴＡＩＭＳの活用に

関する各種講習会を実施している。 
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第３ 監査の結果 

 

１ 結果の概要 

監査の結果、各局に対して改善を求めた指摘事項は１２件、改善の検討を求めた

意見・要望事項は４件、計１６件である。 
   内訳は、以下のとおりである。 

①  情報システムの構築に関するもの（２件） 
  ② システム開発の進行管理に関するもの（５件） 
  ③ 経費の積算に関するもの（３件） 

④ 業務完了時の履行確認に関するもの（１件） 
  ⑤ 情報の管理に関するもの（３件） 

⑥ その他（２件） 
 

２ 観点別に見た問題点 

 
（１）情報システムの構築について 

 
◎ 主な問題事例 

○ 文書総合管理システムは、文書の一元的管理に関して、既に目的を達成している

が、もう一つの目的である電子決定については、システム導入後３年目に入っても、

決定率が１３．４％に止まっている。（意見・要望事項―１） 
 

○ 税務情報総合オンラインシステムについては、法人事業税・都民税の更正・決定

通知書に記載されている説明文の文字が著しく小さいため、容易に判読できず、導

入目的の一つである納税者サービスの向上につながっていない。 
（意見・要望事項―２） 

 
○ これらの要因としては、情報システムの構築に当たり、現状の業務分析が十分

でないこと、あるいは、事務の効率化、費用の縮減に重きを置くあまり、都民へ

の配慮が十分行き届いていないこと、などがあげられる。 

 - 12 -



 

（２）情報システムの開発の進行管理について 

 
◎ 主な問題事例 

○ 人事・給与事務申請受付システムについては、基本的なシステムが完成してから

１年以上経過しているが、一部の職場において、試行が行われているに止まり、未

だ全職場において活用されていない。（指摘事項―１） 
 
○ 学校管理システムは、総合学科など新しいタイプの都立高校における履修の管理

等を目的とするものであるが、導入に当たり、契約の仕様に一部不明確な部分があ

ったため、対応が遅れ、システムの調整が完了しないまま本稼動に入っている。 
（指摘事項―２、３） 

 
○ 給食予約システムについて、各校に予約申込の専用機器と合わせて調理数の集計

用にパソコン等を設置するに当たり、既存のパソコン等が活用できるか否かの検討

をしないまま該当校に一律に配備している。（意見・要望事項―４） 
 

○ これらの要因としては、情報システムの開発に当たり、進行管理が適切に行わ

れていないこと、あるいは、システム開発の所管部署と実際に利用する部署との

連携等、庁内の調整が十分行われていないこと、などがあげられる。 
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（３）情報システムの運用について 

 

◎ 主な問題事例 

○ 経費の積算に関して、①システム開発における間接費を明確な根拠なく計上して

いる。②電算機処理委託に関する作業単価が業務内容に応じて分けられていない。 
（指摘事項―５、６） 

 
○ データ入力の委託において、受託業者から日々の業務履行に関する報告が行われ

ておらず、履行の確認が適切に行われていない。（指摘事項―９） 
 
○ 調査集計業務について、電子ファイルによるデータの提出を徹底することによ

り、職員自らが表計算ソフトウェアを用いて処理できるにもかかわらず、業務委託

が行われている。（指摘事項―１０） 
 
○ これらの要因としては、システムの開発・運用や契約に当たる職員が情報シス

テムの積算方法に習熟していないこと、あるいは、発注者として契約内容を十分

に理解していないことや業務委託の必要性を十分に検討していないこと、などが

あげられる。 
 
（４）安全性の確保について 

 

◎ 主な問題事例 

○ 個人情報の取扱いに関して、情報処理に必要なデータの受け渡し等の記録が、受

託業者から都に提出されていない。（指摘事項―１１） 
 
○ バックアップデータの管理について、明確な取り決めを行わないまま受託業者に

保管・管理させている。（指摘事項―１２） 
 

○ これらの要因としては、職員が、個人情報保護の重要性や情報システムにおけ

る安全性への配慮を十分認識していないこと、などがあげられる。 
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３ まとめ 

 
○ 以上に述べてきたとおり、情報システムに関して様々な問題があるが、委託契

約に係る積算、履行確認等の事務的な問題については、職員の習熟を図り、チェ

ック体制を強化していく必要がある。 
 
○ 「事務の効率化」や「住民サービスの向上」という情報システムの目的を確実

に実現するために重要なことは、システム構築の前段階におけるニーズ分析や業

務分析である。この分析を徹底して行うとともに、単に現状業務をシステム化す

るのではなく、業務の見直し・改善を一体として進める必要がある。システムの

運用段階で不都合が見つかった場合にも、迅速な見直しが必要である。 

これらについて、業務の所管部署が主体的に取り組むことはもとより、経費面

など影響が大きいことから、専門知識やノウハウを有する中央部門によるシステ

ム評価やそれに基づく実効性のある指導が求められる。 

 

○ また、個人情報等のセキュリティ対策は、扱うデータの種類と量の増大やシス

テムの高度化とともに、今後ますます重要となってくる。職員の意識の向上や取

扱手続の徹底を常に促していく必要がある。 

 

 
 
 なお、今回の監査において、システム化による業務改善、サービスの向上、コ

ストや人員の縮減等の効果の検証については、必ずしも十分ではなかった。今後

の監査の課題とする。 
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４ 指摘、意見・要望事項 

 （１）情報システムの構築は適切に行われているか 

（意見・要望事項―１） 

◎ 文書総合管理システムのあり方について検討すべきもの 

文書総合管理システムについては、文書の収受、作成、決定から保存、廃棄までを一元的に管

理するとともに、紙による意思決定手続を電子的な決定方式に切り替え、意思決定の迅速化を図

ることを目的として、平成１５年度に導入された。 

文書の一元的管理に関しては、全文書について既に実施され、目的を達成している。もう一つ

の目的である電子決定については、局の努力にもかかわらず、システム導入後３年目に入っても、

決定率は１３．４％（平成１７年１２月末現在）に止まっている。 

これは、個人情報を含む文書、添付書類が多い文書など、電子決定になじまない文書が全体の

約８５％（平成１７年２月末現在）あること、また、意思決定過程で調整が必要な場合は、必ず

しも意思決定の迅速化につながらないこと、などによるものであり、システムの構築に当たって

は、これらを十分踏まえる必要があったと思われる。 

局は、導入後３年の経験を踏まえ、文書総合管理システムのあり方について検討されたい。 

（ 総 務 局 ） 
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（意見・要望事項―２） 

◎ 教示文等の文字表示について見直しを検討すべきもの 

主税局は、納税者サービスの一層の向上を図るとともに、大規模な税制改正や新税の創設等に

も迅速に対応することを目的として、税務情報総合オンラインシステム（ＴＡＣＳＳ）を運用し

ている。現行システムは旧システムが老朽化・肥大化して維持管理に多大な経費がかかることか

ら、平成１３年度に再構築に着手し、平成１６年度から税目ごとに段階的に稼動させている（平

成１７年７月に完成）。 

ところで、このシステム及び関係帳票等について見たところ、法人事業税・都民税の更正・決

定等通知書に記載されている、行政不服審査法に基づく教示文等の文字が著しく小さく、かつ文

字間隔が狭いため、容易に判読できなかった（新システムの様式は、図３（Ｐ.３２）参照）。 

これは、新システムの導入に当たり、導入前は教示文等を予め通知書に印刷していたものを、

導入後はコンピュータによる自動印字方法に変更したために、文字の大きさや文字間が制約され

たことによるものである。 

しかしながら、教示文等は、法律に基づき納税者に行政不服審査の手続等の重要事項を説明す

るものであり、納税者が容易に判読できるよう表示すべきである。 

    局は、納税者の立場に立って、教示文等の裏面印刷や別紙による添付方法なども視野に入れ、

教示文等の文字表示について見直しを検討されたい。 

（ 主  税  局 ） 

 

 （表１）通知書の１文字あたりのサイズ（縦×横） 

                       （単位：㎜、小数点第２位を四捨五入） 

区   分 旧システム 新システム 

延滞金に係る説明文 ２．８×２．２ ２．０×１．７ 

行政不服審査に係る教示文 ２．８×１．９ ２．０×１．７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 17 -



（２）情報システムの開発の進行管理は適切に行われているか 

（指摘事項―１） 

◎ システムを速やかに本格稼動させるべきもの 

    水道局は、人事・給与事務申請受付システムについて、水道局ＩＴ化推進計画に基づき平成１

５年４月から平成１６年９月にかけて基本的なシステム開発を完了した。 

    このシステムは、休暇、職免及び給与手当等に係る申請、届出から決定までの回付処理を電子

的に行うことにより、事務の簡素化及び処理時間の短縮を図ることを目的としている。 

    ところで、システムの活用状況について見たところ、局においては、その円滑な稼動を担保す

るために、職員部及び水運用センター等で職場テストを行うなど試行を行っているものの、監査

日現在（平成１７．１１．１１）、未だ全職場において申請等の事務処理にこのシステムを活用

するに至っていないことが認められた。 

    局は、基本的なシステムが完成してからすでに１年以上経過しており、職場テストや練習環境

などを維持するため、表２のとおり、システムの運用・保守の経費を要していることを踏まえ、

速やかにその活用を図るべきである。 

    局は、人事・給与事務申請受付システムを速やかに本格稼動させられたい。 

（ 水 道 局 ） 

        

（表２）人事・給与事務申請受付システム経費   （単位：円） 

区  分 金  額 

運 用・保守 

（平成16年10月～平成17年12月）
146,631,856 
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（指摘事項―２、３） 

◎ システムの導入を適切に行うべきもの 

教育庁は、平成１７年度に新たに開校する新しいタイプの都立高校７校（単位制、総合学科、

定時制、通信制高校）における、生徒の学籍や履修の管理、教務管理、事務管理等を処理するた

めに、学校管理システムを導入した。 

庁は、このシステムの導入に当たり、平成１６年５月に、総合評価方式により、提案があった

５社のうち、Ａのソフトウェアを都立高校向けにカスタマイズすることを決定し、その後、カス

タマイズしたソフトウェア（以下「ソフトウェア」という。）をインストールしたパソコンやサ

ーバ、ネットワーク回線等から成る学校管理システム一式の賃貸借契約をＢと締結している（契

約金額：１，３９６万３，４７７円、借入期間：平成１６．１１．１～平成１７．３．３１）。 

 

   ア システム稼動前の調整を適切に行わせるべきもの 

     契約書によれば、Ｂは、システム一式を使用可能な状態に調整した上で、借入期間の開始日

から各校の使用に供しなければならないとしている。また、契約の仕様によれば、Ｂは、ソフ

トウェアをインストールした状態ですべての機能が正常に動作することを確認した上で、引き

渡すこととしている。 

しかしながら、このシステムの導入に当たり、その内容が明確かつ具体的でなかったことに

より、次のとおり、不適切な状況が見受けられた。 

① 借入れの開始時期である、平成１６年１１月の納品状況について見たところ、一部の学校

では、ソフトウェア全体のうち表３に掲げる項目について、正常に稼動していないものがあ

ることが認められた。 

これは、庁がＢに対し、契約の仕様で、各項目の入力の方法や要求項目を提示しているも

のの、その内容が明確かつ具体的でなかったために、Ｂの対応が遅れたことによるものであ

る。 

 

     （表３）未稼動項目一覧     

業 務 名 項     目 未稼動の理由 稼動月 

学籍基礎データＯＣＲ入力票 
学 籍 管 理 

履修登録ＯＣＲ票 
入力項目が未確定のため 

平成１６年

１２月

在籍証明書（和文） 
証 明 書 管 理 

修了証明書（和文） 
様式が未確定のため 

平成１６年

１２月

通信制機能追加 レポート基本情報入力他４０項目 仕様内容が未確定のため 
平成１７年

１月
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    ② ７校から庁に提出されたシステムの稼動状況に関する報告書（平成１７年５月及び６月

分）を見たところ、一部の学校では表４のとおり、出席簿や試験用の入出力様式等、各学校

により相違する部分について修正箇所が生じ、システムの修正が続いていることが認められ

た。 

      これは、契約の仕様によれば、入力方法について「各高校の書式に対応できること」とし

ているにもかかわらず、その内容が明確かつ具体的でなかったために、Ｂの対応が遅れたこ

とによるものである。 

 

      庁は、仕様内容を明確にし、システム稼動前の調整を適切に行わせられたい。 

 

（表４）学校管理システムの状況     

高等学校名 状  況 

Ｃ 
出席簿をまとめて印刷すると、合計が月の当該週だけを計算したものではなく、

終週まで計算したものになる。 

Ｄ 
出席簿出力が１２時限に対応していない。 

成績処理に関する部分は正常に稼動しない。 

Ｅ 
サブシステムである成績管理システムが正常に稼動しない。 

帳票出力の内、一部が正常に稼動しない。 

Ｆ 中間考査用の入出力用様式処理部分が正常に稼動しない。 
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   イ 各社の受託内容やセキュリティ体制を明確にすべきもの 

     学校管理システムの賃貸借契約は、機器の賃貸借の他、①各導入校のサーバ等データセンタ

ーでの監視、②ソフトウェアのカスタマイズやヘルプデスクの対応、等から成る。 

     ところで、当該契約における報告書等について見たところ、契約先であるＢが他社に依頼し、

実際には、①はＧが、②はＨが行っていることが認められた。 

都では、情報処理の委託契約について、「電子情報処理委託に係る標準特記仕様書」により、

再委託先の業務内容、セキュリティ体制を明確化することとしている。当該契約は、委託契約

ではなく、標準特記仕様書に定める事項が直接に適用されるものではないが、バックアップ装

置のテープ交換や障害時のデータ復旧作業等において、生徒の氏名、住所等の個人情報を含む

データを取り扱うことから、委託契約に準じて、各社の受託内容やセキュリティ体制を明確に

しておく必要がある。 

     庁は、契約において各社の受託内容やセキュリティ体制を明確にされたい。 

（ 教 育 庁 ） 
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（意見・要望事項―３） 

◎ 情報システムの再構築に係る調査を適切に行うよう検討すべきもの 

教育庁は、人事・給与事務の効率的執行を図るため、教職員人事システム及び給与システムを

運用している。 

これらの情報システムのうち、給与システムについては、再構築を図り、平成１５年９月から

Ｉに委託して運用している。一方、人事システムについては、都庁内にある汎用機である統合機

で運用を続けてきたが、統合機は平成１９年度末に廃止されることから、庁は、人事システムを

再構築することとした。 

このため、庁は、「人事システムの再構築に係る調査委託」契約をＪと特命随意契約により締

結した（契約金額：９５３万２，２１５円、契約期間：平成１６．４．１～平成１６．１０．２

９）。 

情報システムについて、汎用機から小型機を活用したダウンサイジングを行う場合、①移植（現

行のものと同種のプログラム言語を用いる。）、②作り替え（データベースを再構築する。）、③パ

ッケージソフトの利用、等の手法が一般的に検討されるものであり、それぞれの長所短所を検討

し、総合的に見てどの手法を採用するのが 善かを判断する必要がある。 

ところで、契約関係書類を見たところ、仕様書には「現行の汎用機（都庁統合機）が保有する

既存プログラムを 大限有効活用する方策について検討する」と記載されていた。また、当該調

査結果では、既存プログラムを利用したダウンサイジングが も効率的な開発手法であると示さ

れていた。      

庁はその後、人事システムを単独で再構築するという従来の考え方を見直し、人事システムを

給与システムと一体化する再構築について検討したところ、パッケージソフトを活用し経費を削

減することにより、予算の範囲内でシステム統合を図ることができると判明した。そのため、２

つのシステムを統合して一体的開発を行うこととし、平成１７年度に新たな調査委託契約を指名

競争入札により行った（受託者：Ｋ、契約金額：９２４万円、契約期間：平成１７．８．１１～

平成１８．１．３１）。 

当初の調査については、人事システムと給与システムの統合も視野に入れ、また、開発手法に

ついても、既存システムの活用による移植以外の方法を十分検討すべきであった。 

庁は、システムの再構築に係る調査を適切に行うよう検討されたい。 

                                （ 教  育  庁 ） 
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（意見・要望事項―４） 

◎ 既存の機器の活用について十分に検討すべきもの 

教育庁は、定時制課程を設置している都立高校における夜間給食事務の効率化を図るため、給

食予約システムを開発し、平成１３年度から順次、システム用の機器を各校に設置してきた。こ

のシステムは、生徒が給食の予約申込を専用パソコンに入力することにより、学校が調理数を正

確に把握することを目的とするものである。 

ところで、当該システムに関する契約関係書類を見たところ、各校には、表５のとおり、タッ

チパネル式のパソコンや食券プリンタ等のシステム専用の機器と合わせて、事務室に集計用のパ

ソコン等が設置されていることが認められた。 

しかしながら、庁は、各校からの要求に応じて、給食予約システムに係る集計用パソコン等と

は別に、学校栄養職員に対し、表６のとおり教務用のパソコン等を必要数配備している。 

庁は、同システムの導入に当たり、学校栄養職員に配備されている教務用のパソコン等が同シ

ステムに活用できるか否か、事前に検討を行わず、また、その台数についても正確に把握してい

なかったため、各校に対し、一律に集計用パソコン等を設置してきた。 

庁は、経費の効率的な執行の観点から、新しいシステムの導入に伴うパソコン等の機器の設置

に当たっては、既存の機器の活用について十分検討されたい。 

（ 教  育  庁 ） 

 

（表５）給食予約システム機器設置内訳                   （単位：台） 

 機器 設置開始年度 

場所   

パソコン 

(ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ式)
パソコン 食券プリンタ プリンタ 

ソフトウェア

等

食 堂 18         - 18         - 18 

職員室 9         -         -         - 9 平成 13 年度 

事務室         - 3         -         - 3 

食 堂 33         - 33         - 33 

職員室 14         -         - 8  14 平成 14 年度 

事務室         - 6         - 6  6 

食 堂 204         - 204         - 204 

職員室 72         -         - 25  72 平成 15 年度 

事務室         - 47         - 47  47 

食 堂 255         - 255         - 255 

職員室 95         -         - 33  95 計 

事務室         - 56         - 53  56 
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 (表６)事務室における学校栄養職員のパソコン等の配備状況（平成１７年３月時点） 

  
（単位：校） 

  

区   分 

学校数

共用可能と思われるパソコ

ンがある学校数 

給食予約システム用パソコン及び教務

用パソコンが設置されている 
26 11 

給食予約システム用パソコンのみ設置

されている 
27 - 

計 53 11 

※表５における事務室設置台数計は５６台であるが、その後、閉校等があった

ため、現在は５３台である。 

  （単位：校） 

  

区   分 

学校数

共用可能と思われるプリン

タがある学校数 

給食予約システム用プリンタ及び教務

用プリンタが設置されている 
12 12 

給食予約システム用プリンタのみ設置

されている 
41 - 

計 53 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 24 -



 （３）情報システムの運用は適切に行われているか 

（指摘事項―４） 

◎ 再委託に当たり、承諾内容が具体的に記載された書面を交付すべきもの 

総務局は、「住民基本台帳ネットワークシステムにおける都内ネットワーク運用保守監視等業

務委託」契約をＬと特命随意契約により締結している（契約金額：１億５９７万５，２２６円、

契約期間：平成１６．４．１～平成１７．３．３１）。 

    当該委託契約は、都及び都内区市町村自治体における、①ネットワーク回線及びネットワーク

機器類（以下「機器類」という。）等の設置、②機器類の状態の監視及び安定かつ正常な運用の

確保と必要時の保守、③不正アクセス等を発見した場合の報告、④専用回線の障害が発見された

場合の電気通信事業者への通報と連携をとった回復に努めること、などを業務内容としている。 

ところで、Ｌは、この業務を行うに当たり、その一部をＭに再委託している。電子情報処理委

託に係る標準特記仕様書によると、Ｌが、再委託を行う場合には、再委託する業務内容などにつ

いてあらかじめ文書で局に申し出て、局の承諾を得なければならないとしており、Ｌは、状態監

視業務などについて、表７のとおり、再委託の申請を局に提出（提出日：平成１６．３．２９）

している。 

しかしながら、①申請書には、再委託先における状態監視業務に係る業務内容が具体的に記載

されておらず、②局は、申請に対する承諾を口頭で行っている。 

局は、業務の明確性を確保するために、承諾内容が具体的に記載された書面をＬに交付すべき

である。なお、局内の他部署では、承諾に際し、文書決裁により決定過程、内容を明示した上で、

承諾書を交付している。 

局は、再委託に当たり、業務内容を明確に記載した申請書を受託者に提示させるとともに、承

諾内容が具体的に記載された書面を交付されたい。 

（ 総 務 局 ） 

 

（表７）再委託内容 

区分 業 務 内 容 

ア ネットワーク回線及びネットワーク機器の状態監視に係る一部業務 

イ ネットワーク機器設置場所への出動及び代替物品への交換等の故障修理業務 

※アにおける一部業務内容が具体的に記載されていない。 
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（指摘事項―５、６） 

◎ 積算を適切に行うべきもの 

都市整備局、教育庁において、次のとおり、不適切な積算が認められた。 

 

ア システム開発における積算根拠を明確にすべきもの 

     都市整備局は、東京都関連工事における建設発生土の利用調整等を行うことを目的として導

入した東京都建設発生土情報システムを、庁内各局、外郭団体、区市町村や発生土受入機関と

の情報交換の迅速化に向けてインターネットを利用したシステムへと変更している。局は、こ

の変更に係るプログラム開発委託について、Ｎと特命随意契約を締結している（契約金額：２，

９１９万円、契約期間：平成１６．６．１０～平成１７．３．２５）。 

     ところで、契約関係書類について見たところ、予定価格内訳の中に間接費が含まれていた。

局は、この間接費について、履行場所への交通費であるとしているが、都の情報システム関係

の積算基準によれば、ＳＥ（システムエンジニア）等単価の中には、一般管理費をはじめとす

る諸経費等が含まれており、遠方での作業が必要な場合の交通費、宿泊費については、別途積

算するのが通例となっている。 

必要な旅費については、根拠を明らかにして計上することが必要であり、間接費として一括

して計上することは適切でない。 

局は、システム開発における積算根拠を明確にした上で、経費の計上を行われたい。 

（ 都市整備局 ） 

  

   イ 業務内容に相当する単価で積算するよう見直しを行うべきもの 

教育庁は、「退職手当事務の電子計算機処理委託」契約（契約金額：１，２６３万１，２８

６円、契約期間：平成１６．４．１～平成１７．３．３１）をＯと特命随意契約により締結し

ている。 

ところで、契約関係書類を見たところ、経費の内訳は、Ｏが有する汎用機の使用料、漢字プ

リンタ用紙の材料費、帳票等印刷物等の裁断や仕分製本料、システム運用料となっており、こ

のうち、システム運用料の予定金額については、全てＳＥ（システムエンジニア）単価を使用

して積算されている。 

他局における同様の事業は、ＳＥ単価の他にオペレーター単価を使用して積算されており、

また、庁は、総務局の指導により、平成１７年度から局内における同様の業務委託について単

価設定の見直しを行い、その一部は、業務オペレーター単価を使用している。 

庁は、同様な業務委託契約の締結に当たっては、業務内容に相当する単価で積算するよう見

直しを行われたい。 

（ 教 育 庁 ） 
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（指摘事項―７、８） 

◎ 情報システムの管理を適正に行うべきもの 

総務局は、「平成１６年度工業統計調査の電算集計処理委託」契約をＰと締結している（契約

金額：１，０１８万５，０００円、契約期間：平成１６．４．１～平成１７．３．３１）。 

当該委託契約は、製造業の事業所を対象として、名称、所在地、現金給与総額（年間）、有形

固定資産、製造品の在庫額、半製品、仕掛品の価額などの項目に関するデータの入力、機械処理、

システムの維持管理等を行うものである。 

ところで、この情報システムの管理等について見たところ、次のとおり不適切なものが見受け

られた。 

 

ア 積算を適切に行うべきもの 

調査票等の入力項目は、基本的に国が定めたものであり、都は独自に集計するために、一部

項目を付加している。 

ところで、積算内訳のタッチ数と平成１６年度に実際に発生したタッチ数とを比較したとこ

ろ、都独自に追加した項目に係るタッチ数が、６３万１，９８０タッチ過大であった。 

これは、都独自の入力項目である休業等の件数（ 終確定件数が５２６件）を、国が定める

入力項目の入力件数と同数（３万２，０４３件）で積算したことなどによるものである。 

     このため、２３万８，８８８円が過大に積算されている。 

局は、積算を適切に行われたい。 

 

イ 情報管理を適正に行うべきもの 

データ等の授受については、調査票等をＰに引渡し、成果物をＭＯディスクで納品すること

としている。 

ところで、電子情報処理委託に係る標準特記仕様書によると、個人情報等の管理に当たって

は、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設けて個人情報等の管理状況を記録し、契約完了

時には、局に提出し、報告しなければならないとしている。 

しかしながら、製造業の事業所に関する情報の管理状況について見たところ、監査日（平成

１７．１０．４）現在、記録がＰから局に提出されておらず、情報管理が適切に行われている

かを確認できない状況であった。 

局は、統計調査上、製造業の事業所に関する情報を保護するために、情報管理を適正に行わ

れたい。 

  （ 総 務 局 ） 
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（指摘事項―９） 

◎ 契約事項の履行を適正に行わせるべきもの 

主税局は、特別区の区域内における、固定資産税・都市計画税及び不動産取得税の賦課徴収に

関し、各都税事務所が登記所から受け取った登記済通知書に記載されている内容のうち、固定資

産課税台帳に登録すべき事項を、税務情報総合オンラインシステムに入力している。 

局は、この入力業務について、「固定資産税・都市計画税登記済通知書処理業務委託」契約を

Ｑ（中央都税事務所外１０所、契約金額：１億３，５３４万５，０００円、契約期間：平成１６．

４．１～平成１７．３．３１）及びＲ（千代田都税事務所外１１所、契約金額：１億１，４３４

万５，０００円、契約期間：平成１６．４．１～平成１７．３．３１）と締結している。 

受託者は、各都税事務所に社員を常駐させ、日々の入力業務を行っており、毎月の支払いに係

る局の履行確認については、受託者から提出される委託完了届及び都税事務所ごとの登録件数等

の実績報告によって行うこととしている。 

しかしながら、契約書によれば、日々の完了届に代える場合は、業務を履行した旨記載した業

務履行日誌等を作成することを求めているにもかかわらず、これが作成されていないことが認め

られた。 

局は、受託者に対し、入力業務の進捗状況等が把握できる業務履行日誌の作成及び提出をさせ

るなど、契約事項の履行を適正に行わせられたい。 

（ 主 税 局 ） 
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（指摘事項―１０） 

◎ データ入力委託を見直し、事務処理を効率的に行うべきもの 

教育庁では、公立学校の児童・生徒・学生の健康実態を把握することを目的として、定期健康

診断疾病異常調査を実施しており、各校から提出されたデータを集計処理するため、「疾病異常

調査入力委託」契約をＳと締結している（契約金額：８万９，２８９円、契約期間：平成１７．

1．１２～平成１７．１．２８）。 

ところで、契約関係書類について見たところ、入力委託の内訳は、表８のとおりであり、契約

の仕様によれば、データ集計を表計算ソフトウェアで行うこととなっており、①調査票用紙で提

出されたデータについては、対応する表計算ソフトウェアのシートに数値データを直接入力する

こと、②ファイルになっているデータについては、該当するシートを計算するため、コ
※

ピー＆ペ

ーストで入力することも可とする、となっていた。 

しかしながら、このような業務は、各都立学校及び区市町村教育委員会に対し、データの提出

を電子ファイルで行うことを徹底すれば、庁において、表計算ソフトウェアの集計用機能を用い

て効率的に処理することができるものである。 

庁は、データ入力委託を見直し、事務処理を効率的に行われたい。 

（ 教 育 庁 ） 

      

（表８）入力委託内訳                     （単位：校） 

区   分 
調査票用紙で提出した

学校数 

集計用ソフトウェアで

提出した学校数 

小学校 6 56 
区市町村教育委員会 

中学校 6 56 

全日制 106 89 
高等学校 

定時制 62 32 

高等専門学校 1 1 

小学部 21 26 

中学部 21 26 盲・ろう・養護学校 

高等部 18 25 

総       数 241 311 

 

    ※ コピー＆ペースト･････パソコンの画面上でデータを複写（コピー）して、それを電子フ

ァイル上の指定した別の場所に貼り付ける（ペースト）方法。 
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 （４）安全性の確保は適切に行われているか 

（指摘事項―１１） 

◎ 情報管理を適正に行うべきもの 

福祉保健局は、「障害者サービス事業者情報提供システムの運用委託」契約をＴと特命随意契

約により締結している（契約金額：３７８万円、契約期間：平成１６．４．１～平成１７．３．

３１）。 

委託内容は、職員が抽出したデータを添付ファイルとしてメールで送信し、その中から、必要

なデータのみをインターネットの局のサイト上で公開するものである。当該データには、障害者

サービス施設の管理者等の住所、氏名の個人情報が一部含まれている。 

ところで、電子情報処理委託に係る特記仕様書によると、個人情報等の管理に当たっては、管

理責任者を定めるとともに、台帳等を設けて個人情報等の管理状況を記録し、契約完了時には、

局に提出し、報告しなければならないとしている。 

しかしながら、局における情報の管理状況について見たところ、監査日（平成１７．１１．１

１）現在、記録がＴから局に提出されておらず、情報管理が適切に行われているかを確認できな

い状況であった。 

昨年の行政監査（特命随意契約）において、個人情報に係る同様の指摘を行っていることから

も、局は、指摘の趣旨を踏まえ、委託業者に個人情報の管理記録の提出及び報告を求めるなど、

情報管理を適正に行われたい。 

（ 福祉保健局 ） 
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（指摘事項―１２） 

◎ バックアップデータの管理を適切に行うべきもの 

交通局は、作業日報集計管理システム、軌道検測システム、軌道管理支援システムなどの保線

管理システムの機能を維持し、常に正常に稼動する状態とするために、「保線管理システム保守

管理委託」契約をＵと特命随意契約により締結している（契約金額：１５７万 1，８５０円、契

約期間：平成１６．４．１～平成１７．３．３１）。 

特記仕様書によれば、建設工務部保線課及び各保線管理所、出張所の各システムに用いられて

いるデータベースのバックアップを、Ｕが半年に一回、各所にて実施することとしている。 

ところで、当該バックアップデータの管理状況について見たところ、バックアップした後、そ

の保管方法について具体的な取り決めを定めないまま、Ｕで保管・管理している状況が見受けら

れた。 

局は、安全性の確保のために、特記仕様書の中でデータの保管・管理方法について明示するな

ど、バックアップデータの管理を適切に行われたい。 

（ 交 通 局 ） 
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消費者トラブル等への対応について 
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消費者トラブル等への対応について 

 

 

第１ 監 査 の 概 要 

１ 監査の目的 

消費者を取り巻く環境は、市場メカニズムを重視する規制緩和の進展、ＩＴ化に伴うインター

ネットや電子メールの普及、高齢化などを背景に、急速に変化している。 

規制緩和の進展等により新規事業者が進出し、商品・サービスが多様化した結果、消費者に大

きなプラスの効果が現れているが、一方では、悪質事業者の参入などにより、架空請求やリフォ

ーム詐欺など新しいタイプの消費者被害も発生している。 

このような消費者トラブルに対し、都及び区市町村は、消費生活センター等において、消費者

被害の発生と拡大の防止のため、消費者と事業者の間の情報力及び交渉力の格差を埋めるべく、

消費生活相談等の消費者を支援する活動を行っている。 

図１のとおり、都内における消費者被害に関する相談件数は増加傾向にあり、平成１６年度に

は、都及び区市町村を合わせて２０万件を超え、都だけでも約３５，０００件となっている。 

また、毎年実施されている「都民生活に関する世論調査」においても、消費生活対策は都政へ

の要望事項として常に上位に挙がっている。 

そこで今回の監査においては、主として、消費者からの相談に着目し、それが効果的、効率的

になされているかについて検証し、併せて、消費者教育等の取組状況についても検証した。 

 

２ 監査の対象 

消費者トラブル等に関する事業の執行局である生活文化局、福祉保健局及び両局所管の事業所

を対象として監査を実施した。 

 

３ 監査の観点 

消費者トラブル等への対応が、効果的、効率的に行われているか、下記の観点から監査を実施

した。 

（１）消費者トラブル等への相談体制が整備され、相談が適切に行われているか 

（２）消費者に対する情報提供、消費者教育等は適切に行われているか 
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４ 実地監査の場所及び期間 

（１）実地監査の場所 

【生活文化局】 消費生活部 

消費生活総合センター 

多摩消費生活センター 

計量検定所 

【福祉保健局】 健康安全室 

健康安全研究センター 

 

（２）実地監査の期間 

平成１７年１０月３日から同年１１月２日まで 

 

 

（図１）都における相談件数の経年推移 

（単位：件） 
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第２ 消費者トラブルの対応の現況等 

 

都は、昭和４４年に消費者センター（本部及び３支所）を発足させ、都民の消費者トラブルの

解決や消費者被害の救済等を図るため、消費生活相談、情報提供、消費者教育など、各種事業を

実施してきた。 

その後、平成９年４月には、各支所の廃止に伴い、消費者センターを再編整備し、消費生活総

合センター（以下「総合センター」という。）及び多摩消費生活センター（以下「多摩センター」

という。）の２所とした。さらに、平成１４年４月には、相談機能を総合センターに一元化した。 

平成１６年度の相談内容の内訳は表１、今回の監査において対象とした消費者トラブル等への

対応に関する主な事業の体系は図２、事業費の推移は表２のとおりである。 

 

（消費生活相談） 

専門の相談員を配置し、都民からの相談、苦情等に対し、問題解決のための助言等を行ってい

る。高度・専門的な判断が必要な案件については、消費生活相談アドバイザー（弁護士、建築士

等）が相談員に助言している。 

また、都及び区市町村の消費生活センター等で受け付けた相談情報は、東京都消費生活相談情

報オンラインシステム（ＭＥＣＯＮＩＳ＝メコニス）にデータベースとして蓄積され、それぞれ

の相談業務等に活用されている。 

（情報提供） 

ホームページ「東京の消費生活」を開設・運用し、インターネットによって、消費生活に関す

る多様な情報を提供している。また、消費生活に関する総合情報誌「東京くらしねっと」の発行

等を行っている。 

（消費者教育及び活動支援） 

自立した主体性のある消費者の育成・支援を図るため、表３のとおり、消費生活に関する各種

教育講座を実施するとともに、表４のとおり、自ら学習し行動する消費者と協働して出前講座等

を実施している。 

（取引指導等） 

不適正取引を行っている事業者の調査・指導、業界指導、行政処分等を行っている。また、不

適正取引を繰り返す悪質な事業者に対し、特別調査を実施し、行政処分等を行うとともに、事業

者名を公表している。 
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（表１）総合センターにおける相談内容の内訳（平成１６年度） 

区  分 件 数 

土地・建物・設備 ２，８７３ 件 

教養娯楽品 １，９３６   

被服品 １，０８６   

住居品 ９３５   

保健衛生品 ７１７   

食料品 ６２０   

商品一般 ４７２   

車両・乗り物 ４５５   

光熱水品 ６０   

他の商品 １６   

運輸・通信サービス １８，０７３   

金融・保険サービス ３，６２０   

教養・娯楽サービス １，２７４   

内職・副業等サービス ９１９   

保健・福祉サービス ８６７   

他の役務サービス ７３５   

役務一般 ２７３   

教育サービス ２３０   

他の行政サービス ４８   

他の相談 ６２５   

計 ３５，８３４   

（注）「運輸・通信サービス」の主な内容は、インターネットや電子メールなど

の通信関連の相談、「金融・保険サービス」の主な内容は、フリーローン、

消費者金融などについての相談、「土地・建物・設備」の主な内容は、リフ

ォーム詐欺などについての相談である。 
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（図２）消費者トラブル等への対応に関する主な事業の体系 

生活文化局 

消費生活総合センター 

 

生活文化局消費生活部 

 

情 報 提 供

 

消 費 生 活 相 談 等

 

消費者教育・活動支援

 

商 品 テ ス ト

 

取 引 指 導

消費生活相談 

被害の救済 

相談情報システム 

インターネットによる情報提供

消費生活情報の発信 

図書資料室等の運営 

教育講座の実施 

活動支援・協働 

個別調査、集中調査、特別調査

インターネット取引対策 

○電話相談、来所による相談、 

音声案内（夜間、休日等） 

○専門相談員の配置（３０名）、 

消費生活アドバイザーの委嘱 

（弁護士、建築士等：１０名） 

○消費者トラブルに対するあっせん、

調停 

○ＭＥＣＯＮＩＳ（メコニス）に 

相談情報を蓄積し、活用 

○ホームページ「東京の消費生活」の

運営 

○総合情報誌「東京くらしねっと」の

発行 

○啓発講座、新ステップ・アップ講座、

消費者問題教員講座、市町村共催講座

○消費者啓発員（コンシューマー・エ

イド）による出前講座、消費者団

体・グループとの協働学習会 など

○消費者団体・グループに対する活動の

場の提供や学習支援、情報交流集会 

○不適正な取引を行っている事業者の

調査・指導、業界指導、行政処分 

○ホームページ「インターネットと消

費者取引」の運営 
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（表２）消費生活に関する事業費の推移                  （単位：千円） 

区  分 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 
平成１７年度
（予算） 

消費生活総合セ

ンターの運営 
421,055 353,992 368,397 345,260 382,247

消費生活行政の

企画調整 
130,440 95,255 44,420 48,648 57,932

取引指導及び表

示適正化事業 
31,509 32,916 17,238 12,230 17,768

危害防止対策事業 34,736 23,089 32,767 7,846 19,514

消費生活協同組

合の育成指導 
220,470 104,873 24,981 21,774 24,362

流通機構改善事業 47,167 36,456 22,521 4,605 8,998

計 885,377 646,581 510,324 440,363 510,821

 

（表３）消費生活に関する教育講座（平成１６年度） 

講 座 名 内    容 実施回数 受講者数 

啓 発 講 座 

身近な話題を取り上げ、講義や実験を通

じて消費者問題についての知識を得て、

消費者意識の向上と、消費者の権利の自

覚を図る。 

２４回 １，０３７名

ステップアップ

講座 

地域の消費生活リーダー・行政のパート

ナーとして活動できる人材を育成する。 
４５回 ２，１２５名

消費者問題教員

講座 

夏休み期間中に実施し、学校における消

費者教育に必要な知識を提供する。 
３２回 １，４１８名

市町村共催講座 
多摩地域市町村への支援の一環として市

町村と共催で実施する。 
１８回 ４７１名

計 １１９回 ５，０５１名

 

（表４）出前講座（平成１６年度） 

項 目 内          容 

出 前 講 座 
消費者問題に関する一定の知識を身につけた者を消費者啓発員（コンシューマ

ー・エイド）として養成し、「出前講座」として派遣する。 

委   嘱 ３１名（一般啓発 ２３名、商品テスト ８名） 

派 遣 実 績 １１１回（移動講座 ２９回、派遣講座 ８２回） 

受 講 者 数 １０，０２１名 

再 養 成 講 座 ６回開催（のべ９５名参加） 
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第３ 監 査 の 結 果 

  １  総 括 

 

都は、総合的な消費行政サービスの実施機関として、消費者トラブル等を未然に防止するとと

もに、その拡大を防ぎ、都民の消費生活の安定と向上を図る責務を有している。 

   先に見たように、近年、相談件数が大幅に増加し、その内容もインターネットや電子メールな

どをはじめとする、運輸・通信サービス関連の相談が大きな割合を占めている。 

   東京は、政治経済活動の中心であるとともに、大消費地でもあり、今後ＩＴの進展等に伴い、

新しいタイプの消費者被害が発生する確率は高い。また、こうしたトラブルは、初めに東京で出

現する傾向があり、一旦発生するとその被害は多くの都民に及ぶ。 

   都は、今後とも、都民が消費者トラブルに巻き込まれることのないよう、区市町村と連携を図

りながら、迅速かつ的確な情報収集や情報の伝達に努めていく必要がある。 

また、都民が消費者として自立し、的確に判断できるよう、できるだけ多くの媒体を通じて情

報提供を行うとともに、機会をとらえて消費者教育に取り組んでいく必要がある。 

今回の監査では、総合センターを中心とする消費者トラブル等への対応について、相談体制に

制約はあるものの、概ね良好に行われていることが認められたが、個々の施策について見ると、

別項のとおり、検討すべき点が認められた。 

 局及び総合センターは、今後とも、都民から信頼される消費生活行政の推進に尽力していく必

要がある。 
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 ２  意見・要望事項 

 

（１）都民からの相談に円滑な対応ができるよう一層工夫すべきもの 

総合センターにおける相談件数は、架空請求や認知症の高齢者を狙った商法など、悪質事業

者による消費者トラブルの急増に伴い、表５のとおり、平成１６年度に３万５，８３４件とな

り、前年度と比べて４，０４２件（１２．７％）増加しているが、そのほとんどは電話による

相談となっている。 

総合センターでは、専門の相談員による消費生活相談を行っている。平成１６年度には架空

請求に係る相談員６名を増員し、３０名体制で問題解決のための助言、あっせんや情報提供を

行っているが、相談員が電話で直接応答できる件数には自ずと限界がある。 

相談員による直接の応答以外にも、相談ニーズに応える方策を講じる必要がある。音声情報

や文字情報を適切に提供することも一助となり得るものであり、今後、さらに工夫、検討して

いく必要がある。 

電話で提供されている音声案内について、トラブル発生の動向に応じて、内容を適時更新し 

たり、都のホームページを活用し、最新の事例や対応方法等を速やかに、かつ、わかりやすく

掲出することも一例としてあげられる。 

局及び総合センターは、相談件数が増加している現状を踏まえ、都民からの相談に円滑な対

応ができるよう、一層創意工夫されたい。 

 

（表５）相談の形態に関する調                     （単位：件） 

 
年  度 相談件数 

電  話 来  所 文  書 

平成 ６年度 ２８，６１８ ２６，６５３ １，８８０ ８５

平成 ７年度 ３１，９８７ ２９，９５０ １，９５３ ８４

平成 ８年度 ３１，６４３ ２９，４２４ ２，１０７ １１２

平成 ９年度 ３０，５４８ ２８，８７３ １，５７３ １０２

平成１０年度 ３０，１４４ ２８，５３７ １，５２２ ８５

平成１１年度 ３０，１７３ ２８，２３６ １，８５１ ８６

平成１２年度 ３１，２８５ ２９，４４４ １，７３６ １０５

平成１３年度 ３１，１６５ ２８，８９１ ２，１４７ １２７

平成１４年度 ３０，５５８ ２８，５６５ １，８１７ １７６

平成１５年度 ３１，７９２ ２９，５８８ ２，０１７ １８７

平成１６年度 ３５，８３４ ３３，１７５ ２，３６８ ２９１
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（２）情報収集体制の充実が図られるよう検討すべきもの 

総合センターでは、区市の消費生活センター等で受けた相談情報を、データベースに蓄積し

て消費生活行政を支援する「東京都消費生活相談情報オンラインシステム」（以下「メコニス」

という。）を運用している。 

この事務処理として、区市は、相談者からの相談情報を相談入力システムに入力し、そのデ

ータをフロッピーディスクに記録した上で、総合センターに送付し、同センターが、管理用端

末機から、メコニスに登録を行うこととしている。 

区市は、総合センターからの要請に基づき、フロッピーディスクを送付しているが、区市か

ら送付された相談情報について見たところ、監査日（平成１７．１０．４）現在、相談受付日

から２か月以上も経過して送付されている事例が多数認められた。 

消費者トラブルを未然に防止し、その拡大を防ぐためには、各区市が収集した各種の相談情

報を、都や他の区市ができるだけ早く知り得るよう、速やかにメコニスに反映させることが強

く求められる。 

局及び総合センターは、区市に対し、それぞれの消費生活センター等が受けた相談情報につ

いて、早期に総合センターに送付するよう働きかけ、情報収集体制の充実を図るよう検討され

たい。 
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（３）ステップ・アップ講座修了者が消費生活リーダーとして活動できるよう検討すべきもの 

総合センター及び多摩センターは、地域の消費生活リーダーや行政のパートナーとして活躍

する人材を育成することを目的として、平成１１年度にステップ・アップ講座を開設した。（履

修期間：３年間）この講座では、修了までに１００時間を超える授業を実施することとしてお

り、平成１５年度までの講座修了者は、１２３名となっている。 

総合センターは、受講者の募集を一般公募により行っているが、応募要項では、「ステップ・

アップ講座」は、消費生活リーダーの養成を目的として実施し、講座修了者には、地域などで

自主的な活動をすることや行政のパートナーとして活動することを求めている。選考に際して

も、応募動機や受講修了後の活動について、応募者に８００字程度の作文を課している。 

ところで、総合センターが、平成１６年度に、前年度までのステップ・アップ講座の修了者

を対象として、その活動状況の有無について調査したところ、活動状況が把握できたのは約半

分の６０名に止まり、その他の講座修了者については、活動状況が把握されていない。 

講座修了者は、地域の消費生活リーダーとして、都としても貴重な人材であり、できるだけ

多くの修了者に、消費生活にかかわる活動を担ってもらうことが期待されている。総合センタ

ーが、修了者に活動を促す働きかけを積極的に行うほか、消費生活に関する情報を提供するな

ど、日頃から連携を図っていくことも必要である。 

総合センターは、ステップ・アップ講座の実施目的を踏まえて、講座修了者が地域の消費生

活リーダーとして活動できるよう検討されたい。 
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道路の維持補修について―高機能舗装道路などの維持管理― 

 

 

第１ 監 査 の 概 要 

１ 監査の目的 

道路は、人々の移動や物流に欠くことのできない重要な都市基盤施設であり、その管理に要する

費用は、表１のとおり、平成１６年度実績で４７５億余円、維持補修に係る費用だけでも３０１億

余円を要している。さらに、高度経済成長期に集中的に整備されたトンネル、橋梁等の道路施設は、

今後１０年程度で更新時期のピークを迎え、費用の急激な増加が見込まれる。 

道路は、現在、都区部の行政区域面積のほぼ１６％を占め、ほとんどがアスファルトで覆われて

おり、ヒートアイランド現象や都市型水害の一因ともなっている。このため、都は、道路に多様な

機能を付加することによって、これら大都市特有の問題を抑制・緩和することを目的として、表２

のとおり、騒音低減効果に優れた高機能舗装道路などの整備を進めている。 

道路建設事業として拡幅整備を進めている山手通りなどでは、道路の主たる機能である円滑な道

路交通の確保とともに、高機能舗装、電線類地中化、街路樹整備、段差のない歩道などの機能を一

体的に組み込んで工事を実施している。一方、道路建設事業に比較して財源が少ない管理事業は、

経年劣化による路面補修に併せて各種機能の整備を行うなど、財源の効率的活用を図っている。 

こうした状況を踏まえ、建設局では、道路の整備や維持補修に関する各種施策の目標値と達成状

況を明示する「みちづくりアウトカムプラン」（平成１５年度開始）を策定し、また、道路構造物等

の現況を把握して更新時期を平準化しコストを縮減するため、「道路アセットマネジメントシステ

ム」を構築（平成１８年度本稼働予定）するなど、効率的な管理に向けた取組を進めている。 

道路が、今後とも都民の期待に応えていくためには、現況を的確に把握して状況に応じた補修を

行うなど、『予防保全型』の維持管理へと転換を図り、道路本来の役割や機能を果たすとともに、環

境、災害などの対策面から付加された機能が十分に発揮されるよう効率的な維持管理を行っていく

ことが重要となっている。このような視点に立って、監査を実施した。 

 

（表１）主な道路管理費用の推移                      (単位：百万円) 

項　　　目 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度
平成１７年度

(予　算)

 道路維持費 １２,０２４ １１,２７３ １２,７３３ １１,８０４
 道路補修費 １５,９６４ １７,４１２ １７,４１５ １７,４５８

小　　　計 ２７,９８８ ２８,６８５ ３０,１４８ ２９,２６２

 橋梁維持費 ２,７３３ ２,３７６ ２,０９１ ２,２２４
 交通安全施設費 １３,６７４ １４,２１２ １４,２４７ １５,４５２
 道路災害防除費 １,１１４ ９５２ １,０８６ １,０６２

小　　　計 １７,５２１ １７,５４０ １７,４２４ １８,７３８

合　　　計 ４５,５０９ ４６,２２５ ４７,５７２ ４８,０００  
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（表２）各種道路事業における多様な機能と期待される効果の事例 

道　　路　　事　　業 機　　　　能　 効　　　果

道路の高機能舗装 騒音抑制、排水性、透水性、保水性

道路緑化 木陰創出、大気浄化

遮音壁の設置等 騒音抑制

電線類の地中化 耐震性、安全性

浸透ます設置・歩道の高機能舗装 下水道への流入抑制

路側通信システムの整備 災害時の情報伝達

歩道の整備・改善 バリアフリー、交通安全

シンボルロード整備、道路修景 東京の顔、賑わい創出

東京みちしるべ計画 交通案内

環境負荷の低減

防災機能の強化

快適移動空間の確保

 

 

 

 

２ 監査の対象 

都区部の道路管理等を所管する建設局道路管理部、道路建設部、公園緑地部、各建設事務所及び

土木技術研究所並びに関係部局として総務局総合防災部及び青少年・治安対策本部青少年育成総合

対策部を対象に監査を実施した。 

 

 

３ 監査の観点 

騒音抑制、バリアフリー化への対応など、多様な機能が付加された道路について、その役割を適

切に果たし、効率的かつ効果的な維持管理を図っているか、下記の観点から監査を実施した。 

（１）道路の維持管理が、「環境負荷の低減」という課題に、適切に対応しているか。 

（２）緊急輸送道路の確保など、道路の「防災機能の強化」を適切に図っているか。 

（３）バリアフリー化など、「快適な移動空間の確保」に向けた取組を適切に行っているか。 
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４ 実地監査等の場所及び期間 

（１）実地監査の場所 

【建 設 局】      道路管理部、道路建設部、公園緑地部、第一建設事務所、 

第二建設事務所、第三建設事務所、第四建設事務所、 

第五建設事務所、第六建設事務所、土木技術研究所 

【総 務 局】      総合防災部 

【青少年・治安対策本部】 青少年育成総合対策部 

 

（２）関係人調査の場所 

東京国道事務所、埼玉県県土整備部、神奈川県県土整備部、練馬区土木部、 

世田谷区道路整備部、東日本高速道路㈱、首都高速道路㈱、(財)東京都道路整備保全公社 

 

（３）実地監査等の期間 

平成１７年９月２６日から同年１２月１９日まで 
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第２ 道路管理の概況等 

都内道路の管理者別状況は、図１のとおりであり、都が管理する道路は、延長２，２２８ｋｍ、

約９％となっている（平成１６年４月１日現在）。このうち、低騒音舗装など高機能舗装の整備延長

等の状況は、表３のとおりとなっている。これらを２３区地域の６建設事務所、多摩地域の５建設

事務所の合計１１建設事務所と島しょ地域の４支庁が所管し、道路管理部がその指導調整にあたっ

ている。 

道路の維持事業としては、路面の維持、道路標識や街路灯などの道路附属物の維持、トンネルや

共同溝などの立体施設の維持等が挙げられる。また、道路の補修事業としては、舗装打ち替えなど

の路面補修、幹線道路の沿道環境の整備、共同溝などの道路施設整備等を行っている。 

道路の維持管理は多岐にわたっており、維持管理の基本となる日常点検（巡回点検）は直営で実

施し、応急修理業務は請負で実施している。また、休日や夜間は、「都道管理連絡室」を設置し、閉

庁時の情報連絡体制を確保している。 

これらに係る事業費の推移は図２のとおりであり、平成１６年度実績は道路維持事業が１２７億

余円、道路補修事業が１７４億余円となっている。 

なお、監査対象とした建設事務所の概況は表４のとおりである。 

 

（図１）都内道路の管理者別状況                    （単位：ｋｍ） 

 
都内道路総延長23,965km うち都管理道路2,228km

国道

（指定区間外注２）
76  3%

一般都道及び

特例都道注１

1,198  54%

主要地方道

 954  43%区市町村道

21,262  89%

国道

226　1%

都管理道路

2,228  9%

高速道路等

 250  1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１：特例都道 

特別区の存する区域内だけに認められた都道 

注２：指定区間外 

国道のうち法令で国が管理すると指定された区間以外は、都道府県が管理するとされている。 
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（表３）高機能舗装の整備延長等の状況 

延長（ｍ） 面積（㎡） 延長（ｍ） 面積（㎡） 延長（ｍ） 面積（㎡） 延長（ｍ） 面積（㎡）

平成11年度末 184,582 2,432,087 0 0 0 0 注１ 2,720,194

12 45,526 587,078 62 486 0 0 44,092 102,863

13 38,333 458,273 180 879 200 1,128 39,423 79,412

14 36,379 423,797 1,186 6,757 831 13,355 48,920 148,438

15 51,405 573,438 306 1,526 973 16,192 30,431 87,734

16 48,175 535,267 217 1,008 1,206 18,169 26,680 57,896

合計 404,400 5,009,940 1,951 10,656 3,210 48,844 ----- 3,196,537

注1：透水性舗装（歩道）は古くから施工しており、11年度以前については正確な資料が残っていない。
注2：舗装実績は、路面補修による通常の舗装からの更新のほか、新設道路を含む。

年度
透水性舗装（歩道）低騒音舗装 透水性舗装（車道） 保水性舗装

 

 

（図２）道路維持管理・補修に係る事業費の推移                 （単位：百万円） 

<道路維持費>

路面維持

4,480

路面維持

3,909

路面維持

 3,744

附属物維持

 6,021

附属物維持

 5,765

附属物維持

5,244

道路施設維持

 1,516

道路施設維持

 1,594

道路施設維持

 1,501

その他 20

その他 5

その他 6

区部清掃(16年度より）

2,223

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000

14年度

15年度

16年度

<道路補修費>

路面補修

 12,820

路面補修

 13,920

路面補修

 13,648

沿道整備

 975

沿道整備

 1,300

沿道整備

 1,589

道路施設整備

 2,223

道路施設整備

 1,587

道路施設整備

 1,082

街路樹整備

 371

街路樹整備

 292

街路樹整備

 320

その他 250

その他

 233

その他

 180

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000

14年度

15年度

16年度

12,733

11,273

12,024

17,415

17,412

15,964

（注）各計数は表示単位未満四捨五入のため、合計等に一致しないことがある。 
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（表４）建設事務所の概況                      （平成１７年４月１日現在） 

事務所名 所在地 設置年月日 組織・職員数 所管区域 主な道路路線

第一建設事務所
中央区明石町
２－４

昭和20年4月1日 ５課・１３９名
千代田区
中央区
港区

放射３号線（目黒通
り）、放射２１号線
（三田通り）、環状２
号線

第二建設事務所
品川区広町
２－１－３６

昭和20年4月1日 ５課・１８４名

品川区
目黒区
大田区
世田谷区
渋谷区

環状５の１号線（明治
通り）、放射１７号線
（産業道路）、補助１
１号線

第三建設事務所
中野区中野
４－８－１

昭和20年4月1日 ６課・１８４名
新宿区
中野区
杉並区

放射６号線（青梅街
道）、環状３号線（外
苑東通り）、補助７４
号線

第四建設事務所
豊島区南大塚
２－３６－２

昭和20年4月1日 ６課・１６９名
豊島区
板橋区
練馬区

環状８号線、放射７号
線（目白通り）、補助
１３４号線（笹目通
り）

第五建設事務所
葛飾区東新小岩
１－１４－１１

昭和20年4月1日 ６課・１５３名

墨田区
江東区
葛飾区
江戸川区

放射１６号線（永代通
り）、補助１３６号線

第六建設事務所
足立区千住東
２－１０－１０

昭和44年4月1日 ５課・１５１名

文京区
台東区
北区
荒川区
足立区

放射９号線（白山通
り）、放射１１号線
（尾久橋通り）、環状
７号線
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第３ 監 査 の 結 果 

１ 環境負荷を低減する道路機能 

現在、都道には、騒音対策や治水対策の一環として、高機能舗装注１など多様な機能が付加され、

その総延長は着実に伸びている。しかし、限られた財源の中では、路面補修の必要が生じた区間か

ら整備せざるを得ない。このため、優先的対策道路区間等注２を必ずしも優先して施工することがで

きず、高機能舗装の整備完了を待たずに、舗装箇所の機能の低下や改めて補修、更新を要する区間

が生じるなど、道路管理事業として新たな機能を付加していくことの難しさがうかがえる。 

平成７年度から敷設を開始した低騒音舗装の機能回復については、未だ、確立した方法がないた

め、国土交通省を交えた検討委員会で管理手法を検討している。今後、この委員会による検討の成

果を得て、機能の維持回復に十分配慮した管理方針が確立できるよう期待する。 

建設局は、道路に求められる様々な機能を十分に発揮するため、適切かつ効率的な維持管理を行

っていく必要がある。 

注１：高機能舗装 

排水性舗装、低騒音舗装、透水性舗装、保水性舗装、遮熱舗装など、各種機能・特性を発揮する構造を有

する舗装 

注２：優先的対策道路区間等 

夜間の道路交通騒音が「騒音規制法」に基づく一定の騒音基準以下になることを目指して、環境改善に努

めていくこととしている道路区間 

 

２ 道路における防災機能の強化 

建設局は、地震に強い都市づくりを推進するために、都の災害対策の一環として、災害から道路

を守り、災害時の交通確保に努めている。 

平成７年１月に発生した阪神・淡路大震災などの経験を教訓に、近年は、防災の観点に加えて、

減災の観点からも、災害時の道路の役割・機能には、大きな期待が寄せられている。 

常に大地震などの被害を想定し、橋梁の耐震補強、障害物除去、震災訓練を実施するなど、災害

発生時には、迅速に、ガレキなど道路の障害物を除去し、いち早く、緊急時の道路の通行を確保す

るべく災害に備えていくことがますます重要となっている。 

建設局は、都道の適切な維持管理に努めるとともに、災害時の緊急輸送道路の交通確保に向けて、

平時から国、隣接県、区市町村等、各関係行政機関との協力・連携の強化を図っていく必要がある。 
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３ 快適な移動空間の確保 

道路を快適な移動空間とするため、建設局は、歩道のバリアフリー化、街路樹の整備、東京ふれ

あいロードプログラムなど、様々な取組を行っている。 

中でも、歩道のバリアフリー化については、交通バリアフリー基本法注１に基づく高齢者、身体

障害者等の移動の円滑化を図るため、段差の解消、電線類地中化による有効な幅員の確保など、歩

道改善を進めている。今後さらに、駅から公共施設までの区間における連続性を確保するなど、重

点的に整備を行い、迅速かつ的確に機能向上を図ることが重要となっている。 

また、既設地中管を活用した電線類地中化や沿道公共施設用地の利用を図るなど、沿道施設等を

活用した歩道改善についても努めていくことが望まれる。 

注１：交通バリアフリー基本法 

高齢者、身体障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律（平成１２年５月１７日法律第６８号）。同法

に基づく、移動円滑化の促進に関する基本方針（平成１２年１１月１５日告示）では、駅周辺の道路などに

ついて、原則として平成２２年度までにバリアフリー化を実施するよう定めている。 

 

 

 

今回の監査において、以下のとおり、検討すべき点が認められた。 

 

 - 60 -



＜意見・要望事項＞ 

（１）雨水流出抑制施設の適切な管理に努めるべきもの 

局は、総合治水対策の一環として、雨水浸透ます（図３参照）や透水性舗装歩道（以下「雨水

流出抑制施設」という。）を設置している。雨水流出抑制施設は泥などによって目詰まりし、透

水性が低下することから、「東京都の都市型水害対策」（平成１３年１１月）では、雨水流出抑

制施設の適正な管理・運用を求めている。 

ところで、都道に設置した雨水浸透ますの管理について見ると、年１回の集水ますの清掃点検

時にごみ除去フィルターの洗浄を行っており、浸透ます本体や特殊フィルターの洗浄・取替えに

ついては、ごみ除去フィルターの目詰まりの程度により、その都度判断している。しかし、点検

時のフィルターの状況や浸透ますの洗浄履歴など、浸透ますの機能を管理するために必要となる

管理記録に不十分な面が見られた。管理台帳の整備や点検記録の整理は、適切な時期での洗浄や

より的確な保守など、浸透ますを適切に管理する上で欠かすことのできないものである。 

また、透水性舗装歩道については、歩行者からの水はねの苦情などにより透水機能の低下した

歩道の洗浄を行い、機能の回復を図っているが、浸透ますと同様に洗浄を実施した時期や場所の

記録、点検による水たまり状況などの記録は整理されていなかった。 

局は、管理台帳の整備や点検記録の整理に努め、記録情報を活用して適切な洗浄時期について

検討を行うなど、雨水流出抑制施設の適切な管理に努められたい。 

 

( 建 設 局 ） 
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（図３）都道に設置している浸透ます（二連型） 
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（２）緊急輸送道路に係る隣接県等との協力・連携を強化するよう努めるべきもの 

都は、地震等の災害の発生に備えるため、隣接する県及び政令都市と「八都県市注１との災害時

相互応援に関する協定」（以下「協定」という。）を結んでいる。協定では応援の内容として、

緊急輸送道路の共同啓開注２等の都県市境付近における必要な措置、などをあげている。 

道路管理者が担う緊急輸送道路は、各都道府県知事が独自に指定しており、図４のとおり、都

内①区間は東京都が、埼玉県内②区間は埼玉県が、各々当該区間を震災時に 優先に啓開する第

一次緊急輸送道路に指定しているが、都内③区間について都は優先順位が２番目の第二次緊急輸

送道路に指定しているという例が見られた。 

ところで、これらの区間は、第一次緊急輸送道路として 優先に啓開される二つの国道（新大

宮バイパス及び川越街道）を結ぶなど、緊急輸送道路のネットワークを形成しており、有事の際

に都と埼玉県が都県境を共同啓開できるよう備えておく必要がある。 

災害発生時に、協定に基づいて円滑な救出救助活動や応急復旧を行うには、平時から他県等と

の間で連絡・調整を密にし、協力・連携を図っておくことが重要である。局は、緊急時を想定し

た連絡・調整に努めることによって、隣接県等の各道路管理者との協力・連携を強化し、災害時

の復旧態勢に万全を期すよう努められたい。 

 

( 建 設 局 ） 

 

注１：八都県市 

東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市 

注２：啓開 

障害物を除去し道を切り開くこと。 
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（図４）緊急輸送道路の指定状況 
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